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A 在宅医療・介護連携推進事業 ᖹ成３０ᖺ３月

　医療ȷ介護関係者Ʒ皆様ǁ

担当 旭川市福祉保険部介護高齢課地域支援担当 
電話 ᲬᲯᲧᲯᲬᲱᲭ 

 医療Ʊ介護Ʒ両方を必要ƱƢǔ高齢者Ʒ増加ƕ見込ǇǕǔ中Ღ市民ƕ住ǈ慣Ǖƨ 
地域ư自分ǒƠい暮ǒƠを続けǒǕǔǑう医療Ʊ介護関係者Ʒ連携を支援ƠǇƢ。 

   ك平成30年4月岵峳ق旭川市在宅医療・介護連携相談窓口の開設 ڮ

 ك平成30年7月頃開始予定قあさひ岵わ安心つ峔岶峴手帳”峕峲峴連携を支援“ گ
あさひ岵わ安心つ峔岶峴手帳峘内容  ○手帳峘目的  ○連絡先等  ○岵岵峴つけ峘医療機関嵣薬局  ○訪問看護，訪問嵒崷ビ嵒  ○介護保険峘サ嵤ビ崡等  

  ビニ嵤嵓カ崸嵤峕峙，次峘も峘岶入峵 
サイ崢峘ポケット岶複数ついています。  ●介護保険被保険者証  ●介護保険負૿割合証  ●健康保険被保険者証  ●診察券  ●岴薬手帳   等 

場所：旭川市星町Ძ丁目Ძ番ᲰᲯ号    市立旭川病院    外来棟Ძ階 地域医療連携課ϋ 
開設：月曜日～曜日Ტ祝日ȷ年年始を除く。Უ       午前Ჲ時ᲭᲪ分Ɣǒ午後Ჯ時Ǉư TEL：ᲱᲬᲧᲮᲫᲪᲯ FAX：ᲬᲰᲧᲪᲪᲪᲲ 

 在宅医療・介護峕関す峵情報の活用を支援    市ϋƴあǔ医療ȷ介護Ʒ関係団体ƕ公表ƠƯいǔ情報ƴό滑ƴ接続ƢǔこƱƕ ڭ
ưƖǔǑう市ƷțȸムȚȸǸƴȪンǯ先を掲載ƠƯいǇƢ。  地域Ʒ医療機関や介護事業所等を調ǂǔ際ƴ御活用くƩさい。  〇http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/160/182/d062208.html  〇市țȸムȚȸǸƷサイトϋ検索 

 高齢者支援ƴ関わǔ医療ȷ介護関係者Ɣǒ 
Ʒ在宅医療ȷ介護連携ƴ関Ƣǔ相談ƴ応ơᲦ 
情報提供や助言を行いǇƢ。        Ƃ相談Ʒ例ƃ  〇訪問診療をƠƯいǔ医療機関を知Ǔƨい。  〇訪問対応可能Ƴ歯科医や薬剤師を教えƯ   ほƠい。  ○訪問看護Ʒ利用ƴついƯ相談Ơƨい。 等 

※医療ȷ介護関係者Ʒ方ǁ  関係Ƣǔ欄を確認ƠᲦ記入さǕƯいƳい場合ƸᲦ 
御ஜ人ȷ御家族ƴ確認Ʒ上Ღ御記入くƩさいǇƢ 
ǑうƓ願いいƨƠǇƢ。 

目的等：◎手帳Ʒ活用ƴǑǓᲦ医療ȷ介護関係者ƕ連携相手を把握ƢǔこƱを支援ƠǇƢ。     ◎ビニȸȫカバȸƷȝǱットƴ被保険者証等を収納ƢǔこƱƴǑǓᲦ御ஜ人Ʒ利便性Ʒ      向上ƴ加えᲦ医療ȷ介護関係者Ʒ被保険者証等Ʒ確認ƕό滑ƱƳǓǇƢ。 
配付対象：介護保険サȸビǹ利用者 
配付方法：ǱアȞネǸȣȸƷ協力を得ƯȢニǿȪンǰを行う際等ƴ配付を予定。 

在宅医療・介護に係る医療機関・事業所等 検索 



B　認知症総合支援事業 ᖹ成３０ᖺ３月

家族　民生委員　近隣住民　関̞機関等

認知症初期集中支援チームƴǑǔ支援ƕ必要Ƴ場合Ƹ･･･

ǱアȞネǸȣー等

度Ɣǒ実施࠰成Ჭ０　　

担当 旭川市福祉保険部介護高齢課地域支援担当 
電話 ᲬᲯᲧᲯᲬᲱᲭ 

 認知症ƴƳƬƯもᲦ本人Ʒ意思ƕ尊重ƞǕᲦưƖǔ限Ǔ住ǈ慣Ǖƨ地域ư安心
しƯ暮ǒしዓけǔƜƱƕưƖǔǑうƴᲦ認知症初期集中支援チームƕ認知症Ʒ方

やそƷ御家族を支援しǇƢ。 

   ？対象とな峵方峙 ڮ

 相談嵣支援峘流島 گ

認知症初期集中支援チ嵤ムと峙？  認知症サȝート医Ღ認知症疾患医療センǿーƷ医師 ڭ
等Ღ薬剤師Ღ作業療法士Ღ地域包括支援センǿーƷ専

門職ư構成Ƣǔ支援チームをᲬチーム設置しǇƢ。  地域包括支援センǿーƷ専門職ƕ訪問しᲦ御本人や
御家族等Ʒ状況を確認しƨ上ưᲦチーム員ƴǑǔ会議

ư支援方針ƳƲを検討しǇƢ。   御本人や御家族ƴ対しᲦ医療機関へƷ受診勧奨や介
護サービǹƷ利用ƳƲᲦƓƓǉƶᲰƔ月間Ʒ集中的Ƴ

支援を行いǇƢ。 
 旭川市内ư在宅生活をしƯいǔᲮ０歳以上Ʒ方ưᲦ認知症ƕ疑わǕǔᲦ又Ƹ認知症Ʒ方ưᲦ
次ƷいƣǕƔƷ状態Ʒ方。   ○認知症Ʒ診断を受けƯいƳいᲦ又Ƹ治療を中断しƯいǔ方   ○医療や介護保険ƷサービǹƴƭƳƕǒƳいᲦ又Ƹ中断しƯいǔ方   ○認知症Ʒ症状ư困ƬƯいǔ方等     ǇƣƸᲦ認知症等Ʒ方ƕƓ住ǇいƷ地域を担当Ƣǔ  地域包括支援センǿーƴ御相談ƘƩƞい。 

  

認知症Ʒ症状Ʊ思わǕǔ心配事Ღ困ǓƝƱ 
地域包括支援センǿーƴ相談 

訪問Ტ御本人や御家族等Ʒ状況を確認Უ 
チーム員会議Ტ複数Ʒ専門職ƴǑǔ支援方針ƳƲƷ検討Უ 
集中的Ƴ支援Ʒ実施Ტ医療機関へƷ受診Ʒ̟しや調整Ღ介護サービǹƷ導入等Უ 

関̞機関へƷ引ዒƗ 
初期集中支援Ʒ終了ᲢȢニǿリンǰ実施Უ 



　　C 生活支援体制整備事業 ᖹ成３０ᖺ３月

本人　家族　

Ɣǒ実施ࡇ࠰成Ჭ０　　

相談

担当 旭川市福祉保険部介護高齢課地域支援担当 
電話 ᲬᲯᲧᲯᲬ７Ჭ 

 高齢ƴƳっƯǋ住ǈ慣Ǖƨ地域ư暮ǒし続けǔƜƱƕưƖ
ǔǑうᲦ高齢者Ʒ生活Ʒ困ǓƝƱƴᲦ住民組織やボランȆǣ

ǢᲦ社会福祉法人ᲦᲦ民間企業等Ʒ地域Ʒ関係者ƕ連

携しᲦ支援すǔƨǊᲦ生活支援体制整備事業を実施しǇす。  ƦƷ取組ƱしƯᲦ生活支援コȸȇǣネȸǿȸƕᲦ身近Ƴ地
域ưƷ支え合いを推進しᲦ高齢者Ʒ生活支援等Ʒ充実ƕ図ǒ

ǕǔǑう地域ƮくǓを進ǊƯいƖǇす。 

 生活支援コ嵤ディネ嵤タ嵤峘活 ڮ
生活支援コ嵤ディネ嵤タ嵤と峙？  日常生活上Ʒ生活支援体制Ʒ充実ȷ強化を行うƨǊƷ調整役ưあǓᲦ高齢者Ʒ社会参加Ʒ ڭ
推進や地域ƴƓけǔ生活支援Ʒ担い手を養成しǇす。  旭川市ưƸᲦᲮ名Ʒ生活支援コȸȇǣネȸǿȸƕᲦƦǕƧǕƷ地域を担当しᲦ地域包括支
援センǿȸƱ連携しƳƕǒ活動を行いǇす。   

  地域Ʒ中ƴあǔ活動や取組Ღ困ǓƝ
Ʊを支援すǔ担い手ᲢボランȆǣǢ

等ᲣƷ情報ƳƲを集ǊǇす。 
地域の情報を把握   生活Ʒ困ǓƝƱƴ対しƯᲦ地域Ʒ活動や担い手Ტボラン

ȆǣǢ等ᲣƷ情報を提供しǇす。  地域Ʒ活動や担い手ᲢボランȆǣǢ等Უƕ不足すǔ場合
ƴƸᲦ新ƨƳ支え合いƷ仕組ǈƮくǓƴ向けƯ検討しƯい

ƖǇす。 
困䜚ご䛸に対す䜛情報の提供 

担い手の養成    地域䛷の支え合い活動を検討 

 相談嵣支援峘流れ گ
  住民組織やボランȆǣǢᲦ社会福祉
法人ᲦᲦ民間企業等Ʒ地域Ʒ関

係者ƕ集ǇǓᲦ地域Ʒ課題を共有しᲦ

地域Ʒ支え合いƷ仕組ǈを検討すǔƨ

ǊƷ会議Ტ協議体Უを各地域ư開催し

Ǉす。 
  ボランȆǣǢ講ࡈを開
催すǔƳƲᲦ地域Ʒ課題

を支援すǔ担い手を養成

しᲦ地域Ʒ方々Ʒ社会参

加を支援しǇす。 
生活Ʒ困ǓƝƱ 

地域包括支援センǿȸ 
生活支援コȸȇǣネȸǿȸ 

住民組織 
䠪䠬䠫 

社会福祉法人 
民間企業 

ボランテ䜱䜰 町内会等 民生委員 
連携しƯ支援しǇす 



【第１号訪問事業】（みなし指定事業者）

総合事業におけるサービスコード（平成３０年４月利用分からコードが変わります。）

平成２７年３月３１日までに介護予防訪問介護の指定を受けた事業者のうち，第１号訪問事
業に係る指定の更新をする事業者

平成３０年３月３１日までのサービスコード

Ａ１

平成３０年４月１日からのサービスコード

Ａ２

【第１号通所事業】（みなし指定事業者

平成２７年３月３１日までに介護予防通所介護の指定を受けた事業者のうち，第１号通所事
業に係る指定の更新をする事業者

平成３０年３月３１日までのサービスコード

Ａ５

平成３０年４月１日からのサービスコード

Ａ６

※平成２９年４月１日以降に，第１号訪問事業又䛿第１号通所事業に係る指定を受けた事

業者䛿，引き続きＡ２又䛿Ａ６により請求



【サービス単価の改定について】

総合事業におけるサービス単価の改定について

総合事業におけるサービスのうち，指定事業者により提供されるサービス（従前の介護予
防訪問介護及び介護予防通所介護に相当するサービス）の単価䛿，地域支援事業実施
要綱において国が定める額を上限として，市町村が定めることとされている。

今般，国から介護給付における訪問介護及び通所介護並びに予防給付における介護予
防支援の介護報酬改定を踏まえ，平成３０年度以降の総合事業の単価について䛿，

①基本の単価䛿改定しないこと。

②加算を創設すること。

などの考え方が示された。

基本の単価について䛿変更䛿ない。

本市の総合事業のサービスコード表における

・第１号訪問事業 Ａ２及びＡ３におけるイ～ハ

・第１号通所事業 Ａ６及びＡ７におけるイ

加算等について䛿，今後，国が定める単価を上限として単価を設定することになるが，国
が示す単価の改定䛿平成３０年１０月１日の施行が予定されている。本市においても国の
施行に合わせ，平成３０年１０月１日に改定を行うことを予定している。

改定内容及び改定時期について䛿，決定次第，周知する。

○

○

○

○

○



【永山地域包括支援センターの設置運営法人の変更】

永山地域包括支援センターの設置運営法人の変更について

平成３０年４月１日から，「社会福祉法人 東旭川宏生会」から「医療法人 仁友会」に変更。

設置場所，電話番号，ＦＡＸ番号の変更䛿ない。

指定居宅介護予防支援事業所の事業所番号䛿変更となる。

【変更に伴う留意点】

○ 永山地域包括支援センターとの契約

・永山地域包括支援センターから要支援者及び事業対象者の介護予防サービス計画等
の作成を受託している指定居宅介護支援事業所における契約書等の締結

・要支援者及び事業対象者のうち，永山地域包括支援センターが介護予防支援又䛿第１
号介護予防支援を担当している利用者（委託を含む。）との契約書等の締結

○ 利用者との契約

新たな事業所番号での居宅サービス計画等作成（変更）届出書の提出

（平成３０年４月２７日まで）

○



  
居宅介護支援事業所 各位 

   
介護予防支援業務等の給付管理に係る書類の提出期限等について  

日頃から，本市介護保険事業の推進に対して，格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて，地域包括支援センターから委託を受けた介護予防支援業務及び第１号介護予防支援事業

の給付管理に係る書類の提出期限（平成３０年度分）を次のとおりとさせていただきます。 
なお，地域包括支援センターの給付管理業務をスムーズに行うため，可能な限り早期に提出し

てくださいますよう御協力をお願いいたします。  
１ 各月の提出期限   平成３０年 
月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 
日 ５日（木） ２日（水） ５日（火） ５日（木） ３日（金） ５日（水） ４日（木） ５日（月） ５日（水） 

      平成３１年 
月 １月 ２月 ３月 
日 ７日（月） ５日（火） ５日（火）  

２ 提出時間  
午前８時４５分～午後５時１５分  

３ 提出場所  
旭川市総合庁舎２階福祉保険部介護高齢課 

  窓口横に設置した地域包括支援センターごとの書類入れに書類を入れてください。  
４ 提出書類  

⑴ 給付管理票 
⑵ サービス提供実績が分かる書類 
ア 月当たりの定額報酬以外のサービス（介護予防訪問入浴介護，介護予防訪問看護，介護

予防訪問リハビリテーション，介護予防短期入所生活介護，介護予防短期入所療養介護，

介護予防認知症対応型通所介護など） 
イ 介護予防福祉用具貸与を利用している場合 

⑶ 委託料の請求書，請求明細書 
      

                              （問合せ先）     
介護高齢課地域支援担当  
電話 ２５－５２７３   




